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１ 平成３１年度 事業計画 
 

１ 事業計画の概要 

 

当法人は、障害者支援施設「希望の郷」及び障害児入所施設「未来」の経営をはじめ、

「徳島県立障がい者交流プラザ」など、県立２施設の指定管理業務等を行っている。 

 

平成３０年度に策定した「５か年の中期計画」を踏まえて積極的に各事業を推進し、平成

３４年度に設立５０周年を迎えることを契機として、さらなる「飛躍と挑戦」に向け、社会

福祉法人としての総合経営力を高めていく。 

 

中期計画では、①経営組織の体制づくり②福祉人材の確保と育成③施設機能の強化と利用

者サービスの向上④地域との交流、地域貢献を掲げており、それぞれの取組を引き続き力を

合わせて積極的に進める。 

 

具体的には、新たな地域生活支援拠点整備事業の基本計画の策定と事業化を図るほか、希

望の郷においては利用者の重度化・高齢化に伴う事業内容の分析と改善、未来においては利

用相談会の開催による利用者の確保に取り組むとともに、利用者ニーズを踏まえ、サービス

の向上を図ることとする。 

 

また、東京２０２０パラリンピックを控えて、障がい者のスポーツ活動と文化芸術活動の

積極的な支援を行うほか、県立総合福祉センター、県立障がい者交流プラザの指定管理事業

については、利用者の拡大やサービスの充実、地域との連携による防災力の強化などに積極

的に取り組むこととする。 

 

 

２ 設置経営及び管理運営施設等一覧 

 

区 分 施 設 種 別 施 設 名 等 
定   員（名） 

入 所 通 所 利 用 

設置経営 

障害者支援施設 希望の郷 １２０ １７７ ―― 

共同生活援助事業 希望ホーム  １３ ―― ―― 

相談支援事業所 きぼう ―― ―― ―― 

障害児入所施設 未来  ６４ ―― ―― 

放課後等デイサービス事業所 未来 ――  １０  

管理運営 

――――― 徳島県立総合福祉センター ―― ―― ８７２ 

――――― 
徳島県立障がい者交流プラザ 
（障がい者交流センター） 

―― ―― ２２７ 

視聴覚障害者情報提供施設 
徳島県立障がい者交流プラザ 
（視聴覚障がい者支援センター） 

―― ―― ―― 

そ の 他 

――――― 徳島県地域生活定着支援センター ―― ―― ―― 

――――― ノーマライゼーション促進センター ―― ―― ―― 

――――― 公益財団法人徳島県福祉基金事務局 ―― ―― ―― 

――――― 徳島県障がい者スポーツ協会事務局 ―― ―― ―― 

―― 合    計 ――――― １９６ １８７ 1,099 

（注１）障害者支援施設「希望の郷」の入所定員欄は、短期入所事業の利用定員を含み、通所定員は、生活介護事
業等、日中活動４事業の合計利用者数を記載していること。 

（注２）障害児入所施設「未来」の入所定員欄は、短期入所事業の利用定員を含めて記載していること。 
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３ 経営の基本姿勢と重点項目 
 

項  目 内       容 

経営の基本姿勢 
利用者の視点から経営を見直し、職員一丸となって、利用者、保護
者、地域の方々の「笑顔あふれる施設づくり」を目指す。 

経営の重点項目 

(1) 組織の体制づくり（理念と基本方針の徹底、共生型サービス導入
の検討、法人本部機能の強化、経営基盤の強化、法令順守） 
 

(2) 福祉人材の確保と育成（総合的な人事管理、働きやすい職場づく
り、計画的な資質向上と研修） 

 
(3) 施設機能の強化と利用者サービスの向上（希望の郷及び未来の将

来構想の具体化、適切な福祉サービスの展開、県立施設の適切な
運営とサービスの向上、利用者の安全管理の徹底） 

 
(4) 地域との交流、地域貢献（利用者と地域との交流の拡大、地域福

祉の向上に向けた貢献、関係機関との連携） 

 
 
４ 事業計画の内容 
 

項  目 内       容 

新 た な 事 業 の 
展 開 

(1)地域生活支援拠点整備事業の基本計画の策定と事業着手 

法人本部機能の
強 化 

(1) 総合的な経営マネジメント力の向上 
(2) 中期計画に基づく事業の進行管理 
(3) 経営会議、各施設の運営会議、プロジェクトチーム間の情報の共

有と連携による経営企画力の強化 
(4) 法人における職員の一体感の醸成 

経営基盤の強化 

効果的で効率的な施設経営を中期的に着実に実践することにより、健
全な財政基盤の確立を目指す取り組みを進める。 

 
(1) 収支見通しの策定 
(2) 収入の確保 
(3) コスト意識の醸成 
(4) 適正な人員配置による人件費比率（６０％以内）の管理 
(5) 業務の省力化 
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福 祉 人 材 の 
確 保 と 育 成 

若手職員による課題解決プロジェクトチームからの提案を踏まえ
て、人材確保と人材育成などに取り組む。 

 
(1) 人材確保 

① 理想の職員像の明確化 
② キャリアパスの明確化 
③ 働き方改革への取り組み 
④ ＰＲの強化 
 

(2) 人材育成 
① 人材確保・育成の基本方針の策定 
② キャリアアップ・システムと人材育成型の人事評価システムの

構築 
③ ＯＪＴの実践と検証 
④ 研修体系の見直し 
ア 法人研修、職場内研修、派遣研修について、キャリアパスの明

確化と合致させながら効果的な研修体系づくりに取り組む 
イ 徳島県や他法人との交流人事を交流研修と位置づけ積極的、継

続的に行う。 
⑤ 福祉専門資格取得の促進 

福祉専門資格取得を積極的に目指す職場風土づくりに取り組
む。 

⑥ 実践報告・実務研究の発表 
事業団全職員を対象とした実践報告・実務研究発表の場を設

け、職員の資質向上に取り組む。 
 

(3)働きやすい職場づくり 
① 「働いてみたい法人」の実現に向け、職員、大学などの意見交

換を積極的に行うとともに、魅力ある福祉職場のモデルを情報発
信する。 

② 育児、介護にかかわりやすい職場づくりを進める。 
③ 多様な働き方、有期・無期の垣根なくキャリアパスを考えるた

め、職員からの提案やアイデアを積極的に組み上げる。 

特別実施事業 

 ２０１９年度（平成３１年度）全国社会福祉事業団大会開催県とし
て 

の準備を行う。 
（２０１９年１１月７日（木）～１１月８日（金）開催） 
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５ 各施設の事業計画の内容 

 

 希望の郷  

（１）施設概要 

施 設 種 別 障害者支援施設 

所 在 地 徳島市西新浜町２丁目３番７８号 

事業体系及び 

入所・利用定員 

生活介護事業 １４５名 

自立訓練事業(生活訓練) ６名 

就労移行支援事業 ６名 

就労継続支援事業(Ｂ型) ２０名 

施設入所支援事業 １１５名 

短期入所事業（併設型） ５名 

（２）運営方針 

ア  利用者 に 対 し て ， そ の 自 立と社会経済活動への参加を促進する観点から，

利用者の能力 や特 性，環境など に即 した適切な介 護や 支援を行う。 （利 用

者本位のサービス提供）  

イ  利用者の意思 及び人格を尊重し ，常に利用者の立 場にたった福祉サ ービ

スを提供するよう努める。（権利擁護）  

ウ  できる限り居 宅に近い環境の中 で，地域や家族と の結びつきを重視 した

運営を行い， 市町 村，指定障害 福祉 サービス事業 を行 う者，その他 の保 健

医 療 サ ー ビ ス 及 び 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 と の 密 接 な 連 携 に 努 め る 。

（連携強化）  

エ  サービスの自 己点検と評価を定 期的，継続的に実 施するなど必要な 措置

を講じ，さらなる福祉サービスの質の向上を目指す。（業務管理）  

オ  極めて公共性 ・公益性の高い事 業に取り組んでい ることから，事業 の持

続的発展を図 るた め，安定的な 経営 と福祉サービ スを 支える人材の 育成 に

努める。（経営基盤強化と人材育成）  

カ  「障害者自立 支援法に基づく指 定障害者支援施設 の人員，設備及び 運営

に関する基準 」（ 平成１９年４ 月２ 日厚生労働省 令第 ０４０２００ ２号 ）

に定める内容のほか，関係法令を遵守し，事業を実施する。（法令遵守）  

（３）事業計画の内容 

項  目 内       容 

重 点 目 標 

将来に渡って選ばれる施設であり続けるために 

１ 事業内容の分析と改善 

２ 利用者サービスの向上 

３ 運営体制の強化 

４ 人材の確保・育成と働きやすい職場づくり 

５ 地域共生と地域貢献 
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事業計画の内容 

１ 事業内容の分析と改善 

（１）経営中期計画に基づく事業の改善 

（２）福祉サービス第三者評価・利用者満足度調査の結果を基にした改善 

（３）次期報酬改定に向けて質が評価される利用者サービスの検討 

（４）分析と改善を担うプロジェクトチームの立ち上げ 

２ 利用者サービスの向上 

（１）利用者グループ編成の適正化と新日中活動プログラムの検証と改善 

（２）利用者の意思でプログラムを選択する余暇活動の導入 

（３）歩行・嚥下機能の低下に伴うリハビリテーションと嚥下運動の実施 

（４）就労継続Ｂ型における平均工賃目標値達成に向けた取り組み強化 

（５）徳島県ビルメンテナンス協会等との連携による就労支援 

（６）食事サービス充実（とくし丸等出張販売など）の検証と改善 

（７）心理専門職との協働によるケースワークの強化 

（８）利用者の地域移行と就労移行への支援 

３ 運営体制の強化 

（１）新事業基本計画の実現に向けた取り組み 

（２）新事業に向けた生活介護・就労継続Ｂ型の利用者確保 

（３）収入の確保・支出の適正化 

（４）委員会組織の活性化 

（５）権利擁護・虐待防止の徹底 

（６）リハビリテーション専門職・看護師の雇用 

4 人材の確保と育成 

（１）ＯＪＴの実施（新任職員ＯＪＴの改善・中堅職員ＯＪＴの実施） 

（２）他法人との職員交流研修の実施 

（３）計画的な研修の実施・福祉専門資格取得促進事業の活用 

５ 働きやすい職場づくり 

（１）ＩＣタイムカードによる勤怠管理の徹底 

（２）年休取得に向けた取り組み 

（３）集中タイムの徹底 

（４）「ほのぼの」導入の検証と改善 

６ 地域共生と地域貢献 

（１）地域貢献委員会を中心とした地域との協力関係づくり 

（２）地域防災への取り組み（地域防災訓練，防災セミナー等） 

（３）ボランティア・実習生等の受入れと多様な主体との連携 

 

特別実施事業 非常用自家発電設備整備（社会福祉施設等施設整備費補助金） 
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 希 望 ホ ー ム  
 
（１）事業概要 

事 業 種 別 共同生活援助事業 

所 在 地 徳島市南末広町２番３７号 宮崎ハイツ等 

利 用 定 員 １３名 

 
（２）運営方針 

利用者一人一人の身体及び精神の状況並びにその置かれている状態に応じて、利用者が自

主性を保ち、意欲的に日々の生活を送ることができるよう、家庭的な雰囲気のもと、温かい

食事の提供、健康管理、入浴、排せつ等の支援、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ

効果的に行う。 

個性や人格を尊重し、楽しく生き生きとした地域生活を送るために必要な情報を提供する

等、充実した毎日への支援をする。 
 

（３）事業計画等の内容 

項  目 内       容 

重 点 目 標 

(1) 利用者の状況等に応じて適切な援助を行う。  
(2) 利用者の安全な生活を守り事故防止、危機管理体制の充実を図る。 
(3) 地域・職場との結びつきを重視し、その人らしい自立した地域生活が

できるよう支援に努める。 
(4) 職員の専門知識・技術の向上及び倫理観、権利擁護意識の高揚に努め

る。 

事業計画の内容 

(1) サービス提供体制の充実と向上 
① 一人一人の利用者・保護者のニーズを見極めた個別支援計画に基づき 
充実した生活を援助する。 
② 防火防災訓練・交通安全教室等を実施し安全対策をさらにすすめる。 
③ 定期的通院、随時の通院、予防接種等を実施し、利用者の健康管理・維

持増進に努める。 
④職場との連携を保持し、障がいの理解を深め、就労の継続を図る。 
 
(2) 地域生活 

地域資源の活用、催し等の情報提供をし、積極的な参加を通して地域の
一員としての自覚を高め、社会性を身につける。 
 
(3) 職員の資質の向上 

職員の倫理観、権利擁護意識、専門性向上のため、各種研修に取り組
む。 

特別実施事業 

・通院実績により、歯科についても協力医療機関協定を依頼する。 
・サテライト住居のニーズについて把握し対応していく。 
・新たな共同生活援助事業について、現在検討をしている地域生活拠点 

整備事業において、基本計画の策定を行い具体的構想を進める。 
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 相談支援事業所 きぼう  

（１）施設概要 

施 設 種 別 
一般相談支援事業、特定相談支援事業、障害児相談支援事業 

徳島市障害者相談支援事業 

所 在 地 徳島市中昭和町１丁目２番地 

（２）運営方針 

障がい者及び障がい児等の意思及び人格を尊重し、その有する能力及び適性に応じ自立した
日常生活又は社会生活を営むことができるよう、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向
けて、効果的に事業を行う。 

（３）事業計画等の内容 

重 点 目 標 

(1) 利用者の意思及び人格を尊重するとともに、常に利用者の立場に立っ
て、提供される福祉サービス等が偏ることのないよう一般・特定・障害
児相談支援事業を行う。 

(2) 障がいの有無に関わらず、子どもから大人まで多くの方に利用いただ
ける「困りごと相談窓口」（地域福祉相談窓口）を運営する。 

(3) 徳島市障害者相談支援事業の受託に伴い、徳島市と連携し障害のある
方が地域で生活するための支援を行う。 

(4）徳島市自立支援協議会の「地域生活支援拠点等検討部会」において、
徳島市と協働で部会運営を行っていく。 

事業計画の内容 

(1) 一般相談支援事業 
地域移行支援（住居の確保その他の地域における生活に移行するため

の活動に関する相談その他の必要な支援）及び地域定着支援（利用者と
の常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態
その他緊急に支援が必要な場合に相談その他の必要な支援）を適切かつ
効果的に行う。 

(2) 特定相談支援事業 
① 利用者の選択に基づき、適切な福祉サービス等が、総合的かつ効率的
に提供されるよう配慮して相談支援を行う。 

② 行政、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域におい
て必要な社会資源の改善及び開発に努める。 

(3) 障害児相談支援事業 
① 障がい児等の選択に基づき、適切な福祉サービス等が、総合的かつ効
率的に提供されるよう配慮して相談支援を行う。 

② 行政、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域におい
て必要な社会資源の改善及び開発に努める。 

(4) 困りごと相談窓口 
  障がいの有無に関わらず幅広い年齢層に対して、不安や悩みに寄り添

い地域生活が安心して過ごせる福祉のサービスの提供、情報発信等を行
う。 

(5) 徳島市障害者相談支援事業 
  徳島市に居住する障がい者やその家族から様々な相談を受け、必要な

情報提供や各機関の紹介、福祉サービスの利用援助、社会資源を活用す
るための支援など地域における生活を支援し、在宅の障がい者の自立と
社会参加が図られるように必要な援助を行う。 

(6) 徳島市自立支援協議会への参画 
  徳島市自立支援協議会の運営会、定例会に参加し、地域の関係機関の

連携強化、社会資源の開発・改善を推進するように取り組む。また、地
域生活支援拠点等検討部会の協議を進めていく。 

特別実施事 業 

 相談支援専門員の増員配置を行い、困難事例にも対応できるよう相談支
援において事業所機能の強化を図る。 
 地域生活支援拠点等整備における相談機能のあり方について検討してい
く。 
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 未    来  

 
（１）施設概要 

施 設 種 別 障害児入所施設 

所 在 地 徳島市国府町中３６９番地の１ 

入所・利用定員 
６０名（障害児入所施設、経過的生活介護・施設入所支援を含む） 

４名（障害児短期入所事業） 

 
（２）運営方針 

利用児（者）一人ひとりが人間としての尊厳を守られながら、心豊かで健やかに成長し、
地域社会の一員として自己の能力や特性に応じた暮らしができるよう、利用者サービスの提
供を行う。 

また、１８歳以上の利用者に対しては、個々の能力や特性に応じた昼夜を分離した障害福
祉サービスの提供によって地域生活を目指した支援を行う。 

 
（３）事業計画等の内容 

重 点 目 標 

(1) 利用者の確保 
(2) 利用者サービスの質の向上 
(3) 利用者の健康管理と安全管理の徹底 
(4) 拠点整備事業の基本計画の策定 
(5) 地域連携と貢献により開かれた施設づくり 

事業計画の内容 

(1) 実施事業 
① 障害児入所施設 

障がいのある児童を受け入れ、保護、日常生活の指導及び自活に必要な
知識や技能の付与を行う。 

 
② 経過的生活介護及び施設入所支援 

１８歳以上の入所利用者に対し、障害者総合支援法に基づく昼夜を分離
した障害福祉サービスによる支援を実施する。 
 

③ 障害児短期入所事業 
自宅で介護をする人が病気の場合などに、短期間障害児を受け入れ、食

事、排せつ、入浴等の介護を行う。 
 

(2) 重点目標の取り組み 
① 利用者の確保 

入所利用者目標を５５名に置き、関係機関への入所呼びかけ、入所・利
用相談会の開催により、利用者確保への取り組みを行う。 

 
② 利用者サービスの質の向上 

第三者評価事業の受審結果を踏まえ、自己評価の実施及び第三者評価事
業アドバイザーによる点検を行い、児童の視点に立ったサービスの改善と
質の向上を行う。 
 

③ 利用者の健康管理と安全管理の徹底 
嘱託医師による健康診断等によって、児童の健康状態を把握するととも

に、協力医療機関との連携により、適切な健康管理を行う。 
また、日頃から防災意識を高めるとともに、防災訓練の実施、防火管理

講習会の参画により安全管理を徹底する。 
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事業計画の内容 

④ 拠点整備事業の基本計画の策定 
「未来」利用者も有効利用できることを視野に入れ、「旧あさひ学園」

の跡地を活用した、地域生活支援拠点等整備事業の基本計画を策定する。 
 
⑤ 地域連携と貢献により開かれた施設づくり 

「未来フェスタ」等の施設行事を地元企業、関係機関、保護者会等とと
もに開催し、地域連携により開かれた施設づくりをめざす。 
また、地域の高齢者を対象に、看護師による健康相談、管理栄養士によ

る栄養、食事指導等の地域貢献への取り組みを行う。 

特別実施事業 

(1) 拠点整備事業に係る基本計画を策定する。 
(2) 児童の余暇時間を活用した、芸術文化活動（美術、音楽等）への取り組

みを行う。 
(3) 職員のノウハウを地域に還元する取り組みとして、地域の高齢者を対象

に、看護師による健康相談、管理栄養士による栄養、食事指導等の地域貢
献への取り組みを行う。 

(4) 支援職全員に、児童発達支援管理責任者の資格に必要とする研修（基
礎・実践・更新）の受講を促し、計画的に資格取得を促進させる。 
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 放課後等デイサービス事業所 未来  

 
（１）施設概要 

事 業 種 別 放課後等デイサービス事業 

所 在 地 徳島市国府町中３６９番地の１ 

利 用 定 員 １０名 

 
（２）運営方針 

一人ひとりの子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、最善の利益の保障と健全
な育成を図る。また、地域社会への参加や包容を進めるための支援を行うとともに、子育て
の悩みや家庭内での養育相談等の保護者支援を行う。 

 
（３）事業計画等の内容 

重 点 目 
標 

(1) サービス内容の改善への取り組み 
(2) 利用児童の新規獲得 
(3) 職員資質の向上への取り組み 

事業計画の内
容 

(1) サービス提供の基本姿勢 
① 子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した支援を行う。 
② 子どもの発達過程や特性、適応行動の状況、特に配慮が必要な課題等を
把握し、一人ひとりの状態に即した放課後等デイサービス計画（個別支援
計画）に基づき支援を行う。 

③ 保護者、学校、関係機関と協力・連携して支援を行う。 
 
(2) サービス内容 

学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会と
の交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえた次のサー
ビスを提供する。 
① 自立した日常生活を営むために必要な訓練 
② 創作的活動、作業活動 
③ 地域交流の機会の提供 
④ 余暇の提供 
 

(3) 重点目標の取り組み 
① サービス内容の改善への取り組み 

「事業者向け自己評価表」の実施をはじめ、「保護者等向け評価表」を
活用したユーザー評価によりサービス内容の改善と満足度の向上に努め
る。また、療育事業の拡大、社会参加・地域交流や外出行事を充実させ
る。 
 

② 利用児童の新規獲得 
利用児童の新規獲得に向けて、広報紙やホームページ等によるＰＲを強

化するとともに、無料体験会の開催、支援学校、相談支援事業所等、関係
機関との連携を深め利用者確保に努める。 

 
③ 職員資質の向上への取り組み 

職員に研修の機会を提供し、専門的なスキルの向上を目指すとともに、
ＯＪＴ研修を通じて職員資質の向上を図る。 

特別実施事業 

(1) 専門的療育プログラムや外出行事を充実させ、他事業所との差別化を図
る。 

(2) 将来的に児童発達支援事業への事業展開ができるよう人員体制等の検討
を行う。 
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 徳島県立総合福祉センター  

 

（１）施設概要 

所 在 地 徳島市中昭和町１丁目２番地 

利 用 定 員 ８７２名（１４会議室等） 

 

（２）運営方針 

福祉活動の拠点施設として、社会福祉に携わる方にホール、会議室、ボランティア連絡室
等の活動の場を提供し、併せて各種情報を提供することによって、徳島県の社会福祉の発展
に寄与する。 

なお、管理運営にあたっては、幅広い利用者層（障がい者、高齢者、子ども）に対する安
全管理の徹底、会議室利用者の拡大、入居福祉団体や地域との連携も視野に入れて事業展開
に取り組み、利用者に配慮した施設運営に努める。 

 

（３）事業計画等の内容 

項  目 内        容 

重 点 目 
標 

(1) 年間会議室利用者の拡大 
利用者サービスの向上、各種福祉に関する情報提供、福祉講座、地域

防災講座、子供の未来をサポートする事業など自主事業を実施し、地域
との連携によって、さらなる利用者の拡大を図る。 
 

(2) 利用者事故ゼロの継続 
適切な施設の維持管理を行い全職員が安全管理に徹することにより、

利用者の利便性と快適性を高めていく。 
 
(3) 施設設備、備品の個別保全計画を徳島県と協働で作成し、施設機能の

安全性を高め、避難所または社会資源としての機能の充実を図る。 

事業計画の内
容 

(1) 管理運営 
 
① 利用者の安全対策の徹底 

危機管理マニュアル、消防計画に沿ってその対応を図り、防火防災訓
練を通じて利用者の安全対策を徹底する。 

② 利用者へのサービスの向上 
社会福祉士等の専門的技能を有した職員による幅広い利用者層に応じ

た接遇を心掛けるとともに、ワンストップサービス（受付窓口で利用者
ニーズを一元処理）を行うことにより、きめ細やかなサービスを提供す
る。 

③ 利用者ニーズの把握及び反映 
意見箱の設置、アンケート調査、館内連絡調整会議、ホームページ掲

示板やＥメールにより利用者ニーズを把握し、利用者の視点に立った運
営を行う。 

④ 施設の適切な維持管理 
設備保守点検、清掃業務による施設の美化、定期的な植栽管理等を年

間作業計画表に基づき実施するとともに、利用者の視点に立って快適性
を高め、利便性の向上を図る。 
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事業計画の内
容 

(2) 自主事業 
 
① 福祉講座の開催 

「障がい者の社会参加・高齢者の生きがい・子育て支援」に特化した
テーマによる福祉講座を開催し、会議室の利用促進と地域福祉の向上を
図る。なお、開催にあたっては、開催時期、異世代間の交流、地域交流
等にも配慮する。 

② 企画展の開催 
展示ホールを有効に活用するため、シルバー大学校生、県内福祉施設

利用者の作品展等を開催し、ギャラリー会場としての活用を図る。 
③ 地域防災講座の開催 

地元自主防災会との連携により、地域防災講座を開催し、災害に対す
る地域連携と支援体制に取り組む。 
④ 子供の明るい未来をサポートする事業の開催 
  館内の団体、高齢者団体の利用者、近隣の大学、近隣コミュニティー

センターなど連携を図り、学習支援及び子どもの居場所づくりの体制を

築き、子どもの健全育成、異世代間の交流も図る。 
⑤ 館内連絡調整会議の開催 

入居団体で構成する館内連絡調整会議を開催し、入居福祉団体との相
互連携を図るとともに、管理運営上の諸問題についての改善を図る。 

⑥ 障がい者就労支援事業 
清掃業務を委託する企業との協働により、県内の福祉施設利用者を実

習生として受け入れ、就労を通じて自立が図れるように支援する。 
⑦ 会議室等夜間利用料金の大幅な引き下げ 

夜間会議室等の利用料金を大幅に引き下げ（会議室は一律１０％、用
具類は一律５０％の割引）、併せて会議室の稼働率を向上させる。 

⑧ 福祉情報等の発信提供 
多くの利用者に福祉情報等を提供するため、福祉施設のパンフレット

展示、福祉関連書籍の閲覧・貸し出し、ホームページによる福祉講座等
の開催情報、ユニバーサル・防災関連商品の常設展示をはじめ、徳島県
公共施設予約システムの利用促進を図り、福祉の拠点施設としての役割
を担っていく。 
   

特別実施事業 
 ① 災害時における地域の避難所として、備蓄品などの管理を行い避難所

機能を充実させていく。 
② 施設設備等の修繕を計画的に行い、利用者満足度の向上に努める。 
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 徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者交流センター）  
 
（１）施設概要 

所 在 地 徳島市南矢三町２丁目１－５９ 

利 用 定 員 ２２７名（８会議室等） 

 
（２）運営方針 

障がい者の自立と社会参加の促進に向けた活動と交流の拠点施設として、交流の場の提供、
視聴覚障がい者に対する支援、障がい者の文化芸術の振興、スポーツの振興・普及等、施設
機能を最大限に活用して障がい者の自立と社会参加を促進する。 

なお、管理運営にあたっては、視聴覚障がい者支援センター及び障がい者スポーツセン
ターと連携して利用者の安全管理を徹底するとともに、利用者、入居団体、地域参画型によ
る管理運営を行い、併せて、事務費等の見直しにより、管理運営コストの削減を図る。 

 
（３）事業計画等の内容 

項  目 内       容 

重 点 目 標 

(1) 年間来館者の拡大 
自主事業の拡大、サービスの向上及びホームページを活用した迅速な情

報提供によって、利用者の拡大を図る。 
(2) 利用者の安全管理 

職員一人ひとりが事故防止の必要性、重要性を認識させることが事故の
未然防止に繋がるため、職員研修を徹底して行う。 

事業計画の内
容 

(1) 管理運営 
① 安全管理の徹底 

火災、災害、事故等の状況に的確かつ迅速に対応できる体制と職員教育
を行う。また、個人情報保護要綱、情報公開要綱に沿って、徹底した情報
の管理を行う。 
② 施設の維持管理 

清掃業務による施設の美化、定期的な植栽管理、設備保守点検を年間作
業計画表に基づき実施し、施設の維持管理を行う。 
③ 利用者ニーズの把握 

意見箱の設置、アンケート、連絡調整会議、Ｅメールによるニーズを把
握し、利用者視点に立った運営に反映させる。 
④ 運営ボランティアの募集 

屋上リハビリ公園を整備するための園芸ボランティアの募集をはじめ、
施設運営ボランティアを募集し、施設運営への参画を図る。 
 
(2) 自主事業 
① プラザ講座の充実 

ノーマライゼーション理念を高めるため、障がいのある方と障がいのな
い方との交流を促進する「プラザ講座」を開催する。利用頻度の低い会議
室については、地域活動を推進しているサークル等への利用促進を図るた
め夜間の講座の開催、サテライト講座の開催等企画の充実を図っていく。 
② 交流プラザフェスタの開催 

多くの県民の方に交流プラザの周知を図るため、「交流プラザフェス
タ」を充実強化し、新しい出会いと交流の輪を広げるとともに、「東京２
０２０パラリンピック」に向けて機運の醸成を図る。 

また、障がい者交流プラザにおいて、障がい者の自立と社会参加に貢献
活動があった方に対し、感謝状の贈呈を行う。 
③ 企画展の充実 

玄関ロビー及びライトコートを広く県民に開放し、年間を通して、他団
体、他法人と連携を行い、障がい者の作品のギャラリー展、絵手紙、コン
サ－ト等の「企画展」の開催を行い、施設機能の有効活用を図る。 
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事業計画の内
容 

④ 地域の防災拠点としての機能強化 
障がい者交流プラザは、災害時の｢避難所｣と「津波避難ビル」に指定さ

れている。館内団体、利用者、周辺の県立高校、地域の自主防災会・町内
会、地域住民との連携を深めるとともに、地域の防災拠点としての機能強
化を図る。 

また、新たに指定された「福祉避難所」の機能強化、整備を図る。 
⑤ 施設見学会の開催 

小、中学校、各種福祉関係者等の施設見学を受け入れ、施設のＰＲと利
用促進を図る。 
⑥ 館内連絡調整会議の開催 

入居団体で構成する「館内連絡調整会議」を開催し、入居団体の視点か
ら利用促進や利便向上につながる運営上の意見等を聴取する。 
⑦ 障がい者就労支援事業 

委託企業との協働により、清掃業務及び「福祉の店」の対面販売業務
は、県内福祉施設の利用者を実習生として受け入れ、就労を通じて障がい
者の自立を支援する。 
⑧ 夜間使用料金の大幅引き下げ 

夜間使用の会議室（８会議室）及び夜間使用の用具（１５用具）交流プ
ラザ管理規則に定める基準額から、５０％を引き下げ地域活動を推進して
いるサークル等の利用促進を図り、会議室の稼働率を向上させる。 
⑨ 福祉情報等の発信提供 

ロビーに福祉情報コーナーを設置し、県内障がい者施設のパンフレット
展示（県内約６０施設）を行う。 

また、視聴覚障がい者支援センターと連携して、ユニバーサル商品の常
設展示を行う。 

さらに、ホームページの活用により、サポートボランティアの募集やプ
ラザ講座等の開催案内を行い、併せて、徳島県公共施設予約システムの利
用促進を図る。 
⑩ ユニバーサルカフェの開催 

誰もが集えるワークショップ、授産施設マルシェ（仮称）を開催し、交
流の場の提供を行う。 

特別実施事業 
(1) 福祉避難所の運営体制及び備品等の整備を行っていく。 

(2) 施設利用の促進と、安全の確保のため、計画的に修繕、設備等の更新を

行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 徳島県立障がい者交流プラザ（視聴覚障がい者支援センター）  
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（１）施設概要 

施 設 種 別 （視聴覚障害者情報提供施設）視聴覚障がい者支援センター 

所 在 地 徳島市南矢三町２丁目１－５９ 

入所・利用定
員 

――― 

  
 
（２）運営方針 
   図書館司書、点訳・音訳指導員、歩行訓練士、手話通訳士等を配置し、視覚や聴覚に障が

いのある人の支援専門機関として、視覚・聴覚障がい者が地域生活を営む上で生じる課題に
寄り添い、ひとり一人を支える３つのアプローチ（寄り添い型支援、連携・協働による支援、
一歩先の支援）を基本に、視覚障がいリハビリテーション、情報・コミュニケーション支援
事業等を実施する。 

 
（３）事業計画等の内容 

項  目 内       容 

重 点 目 標 

(1) 高齢視覚障がい者の相談窓口である、徳島県介護支援専門員協会や各
地域包括支援センターとの連携を密にし、潜在的な利用者ニーズの発掘
と利用者サービスの向上を図る。 

(2) アウトリーチ支援として業務協定を締結した徳島大学病院のロ－ビ
ジョン外来における相談支援や市町村役場の巡回相談に積極的に取り組
み早期リハビリテーションを実施する。 

(3) 新たに、聞こえの相談事業及び要約筆記者派遣（市町村派遣）を実施
し、聴覚障がい者への支援を強化する。 

事業計画の内
容 

(1) 視覚障がい者支援：点字図書館 
視覚障がい者に対する幅広い情報提供を行うため、次の事業を行う。 
 
① 点字・録音図書等の製作・貸出・閲覧の充実 
  いわゆる電子書籍としてのテキストデイジー図書の製作に積極的に
取り組み、タイムリーな資料提供を行う。 

② プライベートサービス 
多様化するニーズに応えるため、個人的な資料を希望によって点

訳、音訳、対面朗読によるサービスを行う。 
③ ボランティアの確保・育成 

一般図書だけでなく、専門的な分野の点訳技術を有するボランティ
アの養成講習会を実施する。（英語点訳、楽譜点訳、漫画等） 

④ 図書の奨励及び相談 
利用者の読書傾向を把握し、目録の作成・配布、インターネットの

活用による読書案内等、図書を選択するための情報提供を行う。 
⑤ 点字・録音資料製作 

地方自治体や関係機関等の点字・録音資料を依頼に応じて製作す
る。 
 

(2) 視覚障がい者支援：生活訓練 
視覚障がい者の社会生活力やＱＯＬの向上を目指し、次の事業を行

う。 
① 相談 

見えない、見えにくくなったことで生じる日常生活や社会生活上の
諸課題についての相談に対応する。（移動、文字の読み書き、就労・
復職、就学等） 

② 視覚障がいリハビリテーション 
白杖歩行・点字・パソコン等情報機器操作、家事管理等日常生活に

関するリハビリテーションをニーズに応じて、通所型、訪問型、アウ
トリーチ型の３つの方法で実施する。 

③ いろいろカルチャー 
健康で文化的な生活を送るため、余暇活動講座（料理、軽スポー

ツ、文化・芸術等）などを当センターだけでなく地域でも実施する。 
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事業計画の内
容 

(3) 聴覚障がい者支援 

手話通訳者養成事業及び字幕入りビデオライブラリーの管理を行う。 

 

(4) 自主事業 

① ユニバーサルデザイン製品等の常設展示 

② 同行援護従業者養成研修事業 

③ Ｗｉｔｈ事業 

   『読書☆アートのユニバーサル展』 

   徳島市立図書館、徳島県障がい者芸術・文化活動支援センターと共

催 

  で、ユニバーサル図書及び情報機器展、障がい者アート展を開催す

る。 

  ④ 聞こえの相談事業 

   手帳の保持に関係なく、聞こえに悩みを持っている方等に対し、聴

力 

  測定や情報提供を行い、難聴者が暮らしやすい環境整備を図る。 

 

 (5) 受託事業 

① 県点字広報等発行事業 

視覚障がい者に対し、点字版、録音版の県広報を発行する。 

② 「とくしま県議会だより」録音版発行事業 

視覚障がい者に対し、録音版「とくしま県議会だより」を発行す

る。 

③ 点訳・音訳奉仕員スキルアップ事業 

県に登録している点訳・音訳ボランティアのスキルアップのための

研修を行う。 

④ 手話通訳等意思疎通支援促進事業 

  聴覚障がい者の情報保障と社会参加を促進するため、以下の事業を

行う。 

ア 手話通訳者設置事業 

イ 手話通訳者登録試験実施事業  

ウ 要約筆記者登録試験実施事業 

エ 要約筆記者養成事業 

  要約筆記者養成講習会、要約筆記者新任研修、全国統一要約筆記

者試験に向けた対策講座を実施する。 

オ 要約筆記者スキルアップ事業  

カ 自立と参加のまちづくり事業＜人材コーディネート＞ 

キ 意思疎通支援派遣コーディネーター研修事業 

⑤ 専門性の高い意思疎通支援者の派遣事業 

  専門性の高い手話通訳者及び要約筆記者の派遣・調整を行う。 

⑥ 手話通訳者派遣事業（市町村等） 

⑦ 要約筆記者派遣事業（市町村等） 

⑧ 手話通訳者全国統一試験対策講座 

⑨ 徳島市点字広報等発行事業 

 

特別実施事業 

(1) 中国四国点字図書館館長会議および職員・ボランティア研修会を開催
する。（平成３１年７月１８日、１９日） 

 
(2) 災害時聴覚障がい者対策本部の構築等大規模災害に備え、各団体と連

携し、防災意識や災害対応能力の向上に取り組む。 
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 徳島県地域生活定着支援センター  

 
（１）施設概要 

施 設 種 別 地域生活定着促進事業 

所 在 地 徳島市中昭和町１丁目２番地 

入所・利用定
員 

――― 

 
（２）運営方針 

高齢又は障がいにより、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所予定者等に対し、矯正施
設、保護観察所等と連携・協働して支援や相談を実施し、退所予定者の状況やニーズ等に応
じた支援を行うことにより、再犯防止に繋げ、地域の中で安心して暮らせるよう支援する。 
 

（３）事業計画等の内容 

項  目 内       容 

重 点 目 標 
対象者の支援・相談をより円滑に行うため、関係機関（矯正施設、保護観
察所、他県定着支援センター、関係行政機関、関係事業所等）との連携強
化・拡大を図ること、支援力の充実と事業の普及啓発に努める。 

事業計画の内
容 

 (1)特別調整等業務(矯正施設満期出所者を対象) 
保護観察所からの協力依頼に基づき、関係機関等との連携の下、 

① 本人のニーズの把握、受入れ先施設等のあっせん、福祉サービス等に
係る申請手続き等の支援を行う。（コーディネート業務） 

② コーディネート業務による施設入所等の後、生活状況の確認や必要な
助言等を行う。（フォローアップ業務） 

③ また、特別調整対象者の選定時にあっては、本人情報、本人の思い等
を充分把握の上、矯正施設、保護観察所と協議、連携を行うことで支援
の充実を図る。 

 
(2)相談支援業務(矯正施設退所者に限らず触法高齢者・障がい者全般を対 

象)本人・関係者からの相談に応じ、助言その他必要な支援を行う。ま
た、今後も困難事例に対応する職員の、アセスメント力、コーディネー
ト力の醸成を図っていく。 

 
(3)関係機関との連携等 
① 対象者の支援、相談を円滑に行うため、他県定着支援センター、関係

行 
政機関、福祉事業所等との連携強化を図る。 

② 地域生活定着支援ネットワーク協議会の充実と参加関係機関の拡大を
図り定着の事業等についての理解と支援の協力体制の拡大を図る。 

③ 矯正施設内で行う社会復帰支援カリキュラムにある、定着事業の説明
については、対象者に分かりやすく内容の見直を行いながら、真に支援
の必要な対象者に、社会復帰・地域生活への移行が図れるよう理解を促
す。 

④ 関係機関からの招きに応じ、研修会等に積極的に参加し、定着事業の
普及・促進を行うことにより支援協力機関の拡大を図る。 

 
(4)人材育成と職員研修の充実  
① 全国定着支援センターを含めた関係機関の専門研修等に積極的に参加

することにより、支援スキルの向上を目指す。 
② 個々の職員が、コーディネート、フォローアップ、相談事業等の業務

経験を通じて支援スキルを向上させ、経験を通じた育ちをさらに効果的
に活用させるためＯＪＴの実践、体制整備と達成状況の評価、見直しを
しながら継続的に行う。 

特別実施事業 特になし 
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 ノーマライゼーション促進センター  

 
（１）施設概要 

施 設 種 別 ――― 

所 在 地 徳島市南矢三町２丁目１－５９ 

入所・利用定
員 

――― 

 
（２）運営方針 

障がい者の自立と社会参加を促進するため、障がい者の集い県民大会等の啓発活動、福祉
バスの運行、徳島県障がい者芸術・文化活動支援センターの多様な活動等を通じ、障がい者
の社会参加、福祉の向上に努める。 

 
（３）事業計画等の内容 

項  目 内       容 

重 点 目 標 

(1)県民大会開催、体験作文及び障害者週間のポスター募集等の文化事業を
通じ、障がい者福祉の理解促進を図る。 
 
(2)福祉バスの運行により、障がい者の自立と社会参加を促進する。また、
利用者の利便性の向上に配慮し、安全運行に必要な設備の確認補充を心掛
ける。 
 
(3)平成３０年に設立した徳島県障がい者芸術・文化活動支援センターを拠
点とし、障がい者の芸術・文化の一層の発展を図る。 
 
 

事業計画の内容 

(1) 社会参加サポート事業 
① 自立と参加のまちづくり事業 

事業提案の募集事務や事業推進に対する支援を行う。 
② 心の輪を広げる体験作文及び障害者週間のポスター募集事業 

体験作文及び障害者週間のポスターの募集を徳島県特別支援教育課等と
連携し行い、障がい者に対する理解と促進を図る。 
  
(2)障がい者の集い県民大会開催事業 

県民の障がい及び障がい者に対する理解と認識を深めるため、障がい者
の集い県民大会を開催する。他法人、他団体と共催し、芸術・文化・ス
ポーツを一体とした内容とする。 
 
(3)徳島県障がい者福祉バス運行事業 

福祉バスの運行業務を行い、障がい者団体が、社会見学やスポーツ大会
への参加のために利用することによって、障がい者の社会参加を促進す
る。 
 
 (4)チャレンジアートプロジェクト推進事業 
① 障害者芸術文化活動普及支援事業（芸文センター） 

平成３０年９月に設立した徳島県障がい者芸術・文化活動支援センター
を拠点に、障がい者の芸術・文化活動の支援を一層推進するため、「支え
る」「広める」「発表する」「繋がる」「育てる」の５つの柱を基本に据
え、研修会や展示会等を実施する。 
② 全国障害者芸術・文化祭のサテライト開催（卵発掘展・ｱｰﾙﾌﾞﾘｭｯﾄ展） 

全国障害者芸術文化祭のサテライト開催として、障がい者による芸術・
文化活動の裾野の拡大と、障がい者による芸術の素晴らしさを広く県民に
PRする。 
 

特別実施事業 特になし 
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 徳島県障がい者スポーツ協会  

 
（１）施設概要 

施 設 種 別 ――― 

所 在 地 徳島市南矢三町２丁目１－５９ 

入所・利用定
員 

――― 

 
（２）運営方針 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックを目前に、障がい者スポーツへの関心が高
まっている。この機会に、より一層の障がい者スポーツの振興・普及促進を図るとともに、
各種障がい者スポーツ大会の開催、全国障害者スポーツ大会（茨城大会）への選手団の派遣
等を行い、協会事業の積極的な展開を図る。 

 
（３）事業計画等の内容 

項  目 内       容 

重点目標 

(1) パラスポーツの推進 
障がい者を対象としたボッチャ等の各種スポーツ大会や出張スポーツ教

室を開催し、障がい者スポーツの普及、健康増進及び交流の活性化を図
る。 
(2) 障がい者スポーツの競技力向上 

個人・団体競技のサポートを行い、障がい者スポーツの競技力向上を図
る。 
(3) 地域や学校での障がい者スポーツの普及 

スポーツを通して、障がいのある方とない方の交流の間口を広げ、共に
スポーツを楽しむことにより、より一層の障がいに対する理解と障がい者
スポーツの普及に努める。 

 
 
 
事業計画の内
容 
 
 
 
 
 
 

 
(1)障がい者スポーツ交流支援事業 
① 障がい者スポーツ協会支援事業 

障がい者が日常的にスポーツを楽しむ環境づくりや、競技力の向上に向
けた取り組みを行う等、地域の活性化と協会の事業推進体制の強化を行
う。 

スポーツ用具の貸出しを行い、各種スポーツの振興に努める。 
ホームページの充実、広報誌の発行等を行い、障がい者スポーツに関する
効果的・効率的な情報の発信を行う。 
 
(2)次世代パラアスリート発掘・育成事業 
① 障がい者スポーツ推進プロジェクト 

パラリンピック正式種目等の体験会を通し、障がいや障がい者スポー
ツの理解を深めるとともに、地域での障がい者スポーツの活性化を図るた
め次の内容を開催する。 
・パラスポーツフェスティバル東京パラ１年前イベントの開催 

 （内容） 
ア 障がい者トップアスリートによる講演会 
イ 車椅子フェンシング、ボッチャ等の体験イベント 
ウ 競技用車椅子等の展示 など 

② 障がい者スポーツ理解促進事業（協会自主事業） 
講演会や障がい者スポーツ体験イベント等を開催し、障がい者スポーツ

の理解促進を図る。 
 

(3)障がい者社会参加サポート事業 
①障がい者スポーツ指導員設置事業 

障がい者スポーツに関する知識、技術等を有したスポーツ指導員を設置
し、障がい者スポーツの普及、促進を図る。 
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事業計画の内
容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ア 各種スポーツ大会、競技力向上サポート、講習会、出張スポーツ教室

等への指導者の派遣 
イ 初級障がい者スポーツ指導員養成講習会の開催 

 
 
② 障がい者スポーツ大会開催事業 

各地域の障がい者の相互交流及び体力の維持増進を図るため、ノーマ
ピック・スポーツ大会及び種目別スポーツ大会等を開催する。 
 ・ノーマピック・スポーツ大会 

陸上競技（５月１１日）、フライングディスク（５月１１日） 
ボウリング（５月１８日）、サウンドテーブルテニス（５月１８日） 
水泳（５月１９日）、卓球（５月１９日） 

 ・種目大会 
  ボッチャ、カローリング、フライングディスク 
  
(4)全国障害者スポーツ大会派遣事業 

第１９回全国障害者スポーツ大会（いきいき茨城ゆめ大会）に徳島県
選手団を派遣することにより、障がい者スポーツの振興を図るとともに、
障がい者の自立と社会参加を促進する。 
 
(5)ソフトボール（知的）中・四国ブロック予選会 

茨城県で開催される第１９回全国障害者スポーツ大会の中・四国ブ
ロック代表を決定するため開催する。 
 ・大会期日 ２０１９年５月２５日（土）・２６日（日） 
 ・大会会場 吉野川北岸運動広場（徳島市） 
 
(6)障がい者スポーツの環境整備 

①若年層のスポーツ活動促進 
スポーツ大会等に参加する若年層を増やすため、特別支援学校卒業後

の方々、総合型地域スポーツクラブ等への情報提供や若年層に絞った事
業を行う。 

 
②生涯スポーツとして活動できる環境整備 

各地域への出張スポーツ教室や各地域でのスポーツ大会を通して、ス
ポーツの楽しさ、スポーツ活動ができる施設等の情報提供を行い、生涯
スポーツへの環境整備を図る。 

 
③障がい者スポーツ検討委員会（仮）の設置 

検討委員会を設置することにより、当協会が行うスポーツ大会等の
様々なスポーツ事業の検討を行い、効率的な事業の進め方や障がい者ス
ポーツのより一層の普及や競技力向上に努めるとともに、関係機関との
連携強化も図る。 

特別実施事業 特になし 
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２ 平成３１年度 収支予算 
 

（１）平成３１年度 資金収支予算総括表  
 

（自）平成３１年４月１日  （至）平成３２年３月３１日  

 

（２２サービス区分合計）                   （単位：円）  
 （単位：円）  

 区 分  

 

 

項 目  
勘  定  科  目  予算額  前年度予算額  増  減  

収 入  

事 業 活 動に よ る 収入  1,163,272,000 1,114,485,000 48,787,000 

施 設 整 備等 に よ る収入  6,739,000 50,622,000 △  43,883,000 

そ の 他 の活 動 に よる収 入  21,913,000 6,650,000 15,263,000 

合     計  1,191,924,000 1,171,757,000 20,167,000 

支 出  

事 業 活 動に よ る 支出  1,045,301,000 1,014,830,000 30,471,000 

施 設 整 備等 に よ る支出  77,292,000 274,509,000 △  197,217,000 

そ の 他 の活 動 に よる支 出  25,292,000 5,421,000 19,871,000 

予 備 費 支出  0 0 0 

合     計  1,147,885,000 1,294,760,000 △  146,875,000 

当 期 資 金収 支 差 額合計  44,039,000 △  123,003,000 167,042,000 

前 期 末 支払 資 金 残高  321,351,749 444,354,749 △  123,003,000 

当 期 末 支払 資 金 残高  365,390,749 321,351,749 44,039,000 
 

      

   上記、事業活動による支出の内、人件費支出 ６５１，９１０千円 

 

 

当初予算の概要 

 

法人全体の事業活動については、事業活動収入１，１６３，２７２千円、人件費比率は５６

パーセントとなっている。 

事業活動収入は、前年度１，１１４，４８５千円に対して、４．４パーセントの増収となっ

ている。 

また、事業活動支出は、１，０４５，３０１千円、前年度１，０１４，８３０千円に対し

て、３パーセントの増となっている。 

なお、人件費所要見込額は、６５１，９１０千円、事業活動収入に対する人件費比率は、５

６パーセントとなっている。 

結果、当期資金収支差額４４，０３９千円となり、前期末支払資金残高は、３２１，３５１

千円を含む当期末支払資金残高は３６５，３９０千円である。 

増減の主な理由は次のとおりである。 
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増減の主な理由 

 

○収入 

・希望の郷、未来、放課後等デイサービス事業の障害福祉サービス事業費等の増  

３９，５３７千円 

・視聴覚障がい者支援センター、障がい者スポーツ協会の委託事業費の増                    

５，９１６千円 

 

○ 支出 

・事業活動による支出の増                    ２，２７２千円 

  障害福祉サービス事業費の増に係る事業費の増 

  委託事業受託に係る事業費の増 

・固定資産取得支出の増  

  希望の郷  自家発電装置の設置               ７，４５２千円 

        家庭用発電装置の設置              １，５００千円  

 

 

 


